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１ ご利用条件 

（１） ご利用いただけるハンドル形電動車いす 

社団法人交通バリアフリー協議会が認定する「改良型ハンドル形電動車いす」 

※社団法人交通バリアフリー協議会の認定ステッカーが車いすに貼付されていることが 

必要です。 
 
（２） ご利用いただけるお客さま 

障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度または介護保険法に基づく介護保険制度に 

よる認定などを受けていらっしゃるお客さま 

※ご利用の際には、ハンドル形電動車いすの「補装具費支給決定通知書」、「補装具費支給証

明書」、「提供証明書」などの証明書の提示が必要です。 
 
（３） ご利用いただける列車、設備 

新型成田エクスプレス「Ｅ２５９系」の多目的室 
 
 
 

２ ご利用開始日 

   ２００９年１０月１日（木） 

※ ２００９年９月１９日（土）よりお申し込みを受付けます。 
 
 
 
３ ハンドル形電動車いすでの鉄道のご利用に関するご案内 

   弊社ホームページでご案内しております。 

http://www.jreast.co.jp/equipment/equipment_1/wheelchair/index.html 
 
 

 

 

これまで、ハンドル形電動車いすでは、弊社の新幹線や在来線特急列車などのデッキ付き

車両をご利用いただけませんでしたが、２００９年１０月1日より、改良型ハンドル形電動

車いすで、新型成田エクスプレス「Ｅ２５９系」をご利用いただけます。 

改良型ハンドル形電動車いすで新型成田エクスプレス「Ｅ２５９系」に 
ご乗車いただけます 


